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○
国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び

に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
十
五
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
二
第
十
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第
五
項
、
第
八
十
六

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
十
六
条
の
五
第
六
項
、
第
八
十
六

条
の
八
第
二
項
及
び
第
九
十
三
条
の
三
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
八
十
二
条
並

び
に
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

界
壁

第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
十
七
の
項
中

界
壁
又
は
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
の
位
置

を
」

ス
プ
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又
は
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
の
位
置

に
改
め
、
同
表
二
十
四
の
項
中
「
第
百
三
十
五
条
の
十
八
」
を
「

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
消
火
設
備
の
配
置

」

第
百
三
十
五
条
の
十
九
」
に
、
「
第
百
三
十
五
条
の
十
六
第
三
項
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
十
七
第
三
項
」
に
改
め

、
同
表
二
十
七
の
項
中
「
第
百
三
十
五
条
の
二
十
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
二
十
一
」
に
改
め
、
同
表
六
十
三
の
項

「

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

「

増
築
前
に
お
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
の

増
築
前
に
お
け
る
自
動
車
車
庫
等
部
分
、
備
蓄
倉

分
、
共
同
住
宅
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用

中

庫
部
分
、
蓄
電
池
設
置
部
分
、
自
家
発
電
設
備
設

を

供
す
る
部
分
、
自
動
車
車
庫
等
部
分
、
備
蓄
倉

置
部
分
及
び
貯
水
槽
設
置
部
分
以
外
の
部
分

」

部
分
、
蓄
電
池
設
置
部
分
、
自
家
発
電
設
備
設

部
分
及
び
貯
水
槽
設
置
部
分
以
外
の
部
分

部に

に
改
め
る
。

庫置
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」
第
十
条
の
四
の
三
の
見
出
し
中
「
建
ぺ
い
率
制
限
」
を
「
建
蔽
率
制
限
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
百
三
十
五
条
の

十
九
第
一
号
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
二
十
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
四
の
四
第
一
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
五
条
の
二
十
一
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
二
十
二
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
四
の
七
第
一
項
第
二
号
中
「
第
百
三
十
五
条
の
二
十
二
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
二
十
三
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
の
表

の
項
及
び
第
十
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
の
表

の
項
中
「
第
百
三
十

（ろ）

（は）

五
条
の
十
六
第
三
項
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
十
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
第
一
面
中
「
（第

一
条

の
三

第
二

条
第

三
条

第
三

条
の

三
関

係

）
」
を
「
（第

一
条

の
、

、
、

三
第

二
条

第
三

条
第

三
条

の
三

第
三

条
の

四
第

三
条

の
五

第
六

条
の

三
関

係

）
」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

、
、

別
記
第
二
号
様
式
第
三
面
７
欄
及
び

欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ
と
し

10

11

、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ

を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）

別
記
第
二
号
様
式
注
意
４
⑥
及
び
⑪
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
４
⑭
中
「ハ

」
を
「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ
」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「ヘ

」
を
「

、
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ト
」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
４
⑮
中
「か

ら
そ

、

の
地

階
の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
４
⑯
中
「ヌ

」
を
「ル

」
に
、

「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」
を
「並

び

に

「ホ

」か
ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
４
㉓
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
第
一
面
中
「
（第

一
条

の
三

第
六

条
の

三
第

十
一

条
の

四
関

係

）
」
を
「
（第

一
条

の
三

、
、

第
三

条
第

三
条

の
三

第
三

条
の

四
第

三
条

の
五

第
六

条
の

三
第

十
一

条
の

四
関

係

）
」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

、
、

別
記
第
三
号
様
式
第
二
面
７
欄
及
び

欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ
と
し

10

11

、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ

を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）

別
記
第
四
十
三
号
様
式
第
二
面
６
欄
及
び
９
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ

10

と
し
、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し

、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）

別
記
第
四
十
三
号
様
式
注
意
３
⑤
及
び
⑩
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑬
中
「ハ

」
を

「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ
」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「ヘ

」

、
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を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑭
中
「か

ら

そ
の

地
階

の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑮
中
「ヌ

」
を
「ル

」

、

に
、
「ル
」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」
を
「

並
び

に

「ホ
」か

ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑯
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
八
号
様
式
第
二
面
６
欄
及
び
９
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ

10

と
し
、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し

、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）

別
記
第
四
十
八
号
様
式
注
意
３
⑤
及
び
⑩
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑬
中
「ハ

」
を

「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「ヘ

」

、

を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ
」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑭
中
「か

ら

そ
の

地
階

の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑮
中
「ヌ

」
を
「ル

」

、

に
、
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」
を
「

並
び

に

「ホ

」か
ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑯
中
「ル
」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
三
様
式
第
三
面
６
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面
７
欄
中
ル
を
ヲ
と
し

、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
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を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】

別
記
第
四
十
九
号
の
三
様
式
注
意
４
⑥
及
び
⑪
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
４
⑬
中
「ハ

」
を
「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「

、

ヘ

」
を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
４
⑭
中
「

か
ら

そ
の

地
階

の
」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
４
⑮
中
「ヌ

」
を
「

、

ル

」
に
、
「ル

」
を
「ヲ
」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」

を
「並

び
に

「ホ

」か
ら

「リ
」
に
改
め
、
同
注
意
４
⑰
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
七
様
式
第
二
面
６
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面
７
欄
中
ル
を
ヲ
と
し

、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ

を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】

別
記
第
四
十
九
号
の
七
様
式
注
意
３
⑥
及
び
⑪
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑬
中
「ハ

」
を
「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ
」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「

、

ヘ

」
を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑭
中
「

か
ら

そ
の

地
階

の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑮
中
「ヌ

」
を
「

、
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ル
」
に
、
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」

を
「並

び
に

「ホ

」か
ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑰
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
一
号
様
式
第
二
面
７
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ
と
し
、
ヌ

11

を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ

と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）
（

）別
記
第
六
十
一
号
様
式
注
意
３
⑥
及
び
⑪
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑭
中
「ハ

」
を

「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「ヘ

」

、

を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑮
中
「か

ら

そ
の

地
階

の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑯
中
「ヌ

」
を
「ル

」

、

に
、
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」
を
「

並
び

に

「ホ

」か
ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑳
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
一
号
の
二
様
式
第
二
面
７
欄
中
「建

ぺ
い

率
」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ
と
し

11

、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ

を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）
（

）別
記
第
六
十
一
号
の
二
様
式
注
意
３
⑥
及
び
⑪
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑭
中
「ハ

」
を
「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「

、

ヘ

」
を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑮
中
「

か
ら

そ
の

地
階

の
」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑯
中
「ヌ

」
を
「

、

ル

」
に
、
「ル

」
を
「ヲ
」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」

を
「並

び
に

「ホ

」か
ら

「リ
」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑳
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
五
号
様
式
第
二
面
８
欄
及
び

欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ

10

11

と
し
、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し

、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】

別
記
第
六
十
五
号
様
式
注
意
３
⑧
及
び
⑬
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑮
中
「ハ

」
を

「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「ヘ

」

、

を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑯
中
「か

ら

そ
の

地
階

の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び
」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑰
中
「ヌ

」
を
「ル

」

、
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に
、
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」
を
「

並
び

に

「ホ

」か
ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑱
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
五
号
の
二
様
式
第
二
面
８
欄
及
び

欄
中
「建
ぺ

い
率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル

10

11

を
ヲ
と
し
、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ

と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】

別
記
第
六
十
五
号
の
二
様
式
注
意
３
⑧
及
び
⑬
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑮
中
「ハ

」
を
「ハ

」に
エ

レ
ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「

、

ヘ

」
を
「ト

」
に
、
「ト

」
を
「チ
」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑯
中
「

か
ら

そ
の

地
階

の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑰
中
「ヌ

」
を
「

、

ル

」
に
、
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ
」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」

を
「並

び
に

「ホ

」か
ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑱
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
七
号
の
三
様
式
第
二
面
７
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
様
式
第
四
面
４
欄
中
「

建
ぺ

い
率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面
５
欄
中
ル
を
ヲ
と
し
、
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、

ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）
（
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）
（

）

別
記
第
六
十
七
号
の
三
様
式
注
意
３
⑥
及
び
⑩
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
５
⑤
中
「ハ

」
を
「ハ
」に

エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「

、

ヘ

」
を
「ト
」
に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
５
⑥
中
「

か
ら

そ
の

地
階

の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
５
⑦
中
「ヌ

」
を
「

、

ル

」
に
、
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」

を
「並

び
に

「ホ

」か
ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
５
⑭
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
第
二
面
６
欄
及
び
９
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ
と
し
、

10

ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を

ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

】
（

）
（

）
（

）

別
記
様
式
第
一
注
意
３
⑤
及
び
⑩
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
⑬
中
「ハ

」
を
「ハ

」に

エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ

」
を
「ホ
」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「ヘ

」
を
「ト

」

、
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に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ

」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑭
中
「か

ら
そ

の
地

、

階
の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑮
中
「ヌ

」
を
「ル

」
に
、
「ル

」
を
「ヲ
」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」
を
「並

び
に

「

ホ

」か
ら

「リ
」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑯
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

（
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
第
二
面
６
欄
及
び
９
欄
中
「建

ぺ
い

率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
面

欄
中
ル
を
ヲ
と
し
、

10

ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を

ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

【ハ

．エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分
】
（

）
（

）
（

）

別
記
様
式
第
三
注
意
３
⑤
及
び
⑩
中
「建

ぺ
い

率
」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同
注
意
⑬
中
「ハ

」
を
「ハ

」に

エ
レ

ベ

ー

タ

ー

の
昇

降
路

の
部

分

「ニ

」
に
、
「ニ
」
を
「ホ

」
に
、
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
、
「ヘ

」
を
「ト

」

、

に
、
「ト

」
を
「チ

」
に
、
「チ

」
を
「リ

」
に
、
「リ
」
を
「ヌ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑭
中
「か

ら
そ

の
地

、

階
の

」
の
下
に
「エ

レ
ベ

ータ

ーの
昇

降
路

の
部

分
及

び

」
を
加
え
、
同
注
意
３
⑮
中
「ヌ

」
を
「ル

」
に
、
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
、
「ハ

」
」
の
下
に
「及

び

「ニ

」
」
を
加
え
、
「及

び

「ニ

」か
ら

「チ

」
を
「並

び
に

「
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ホ
」か

ら

「リ

」
に
改
め
、
同
注
意
３
⑯
中
「ル

」
を
「ヲ

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


